
「暴風」「大雨」「地震」等警報の取扱い

http://www7a.biglobe.ne.jp/~chouei/



※ 上記基準は、警戒レベルが発令された地域に位置する保育所等に適用する。
※ 警戒レベル３以上は、豊橋市が発令する避難情報（気象庁等が発表する防災気象
情報（警戒レベル相当）とは異なる。）に基づくものによる。

※ 上記基準によらず、状況に応じた総合的判断により臨時休園を決定することがあ
る。


